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第１０号議案 

 

 
        令和８年度東京都台東区病院施設会計予算 

 

 
令和８年度東京都台東区の病院施設会計の予算は、次に定めるところによる。  

 

 
（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，１７１，０００千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

（特別区債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる特別区債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 特別

区債」による。 

 

 
       令和８年２月６日提出 

 
               東京都台東区長  服 部 征 夫 
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683,0001 特別区債

歳　　　　入　　　　合　　　　計 1,171,000

531 預金利子

5 特別区債 683,000

438,6151 一般会計繰入金

4 諸収入 53

42,3981 都補助金

3 繰入金 438,615

手数料

2 都支出金 42,398

1 使用料及び手数料 6,934

6,9341

項 金　　　額

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円） 歳　入

款
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30,0001

歳　　　　出　　　　合　　　　計 1,171,000

3 予備費

予備費

251,5161

30,000

2 諸支出金

公債費

施設管理費 889,4841

251,516

金　　　額

889,4841 施設管理費

（単位：千円）　歳　出

款 項
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第２表 特 別 区 債 
（単位：千円） 

起 債 の 目 的  限 度 額 起債の方法 利    率 償還の方法 備  考 

 
1  病 院 施 設 の 
 整 備 

 
 
 

 

 
683,000 

証券発行又は

普通貸借の方

法により政府

その他より起

債する。 
証券発行の場

合における発

行価格は、額面

100 円につき
98 円以上とす
る。 

６.５%以内 
（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

財政融資資

金、地方公共

団体金融機構

資金につい

て、利率の見

直しを行った

後において

は、当該見直

し後の利率） 
 

起債のときか

ら据置期間を

含め３０年以

内に元利均等

額、元金均等

額、満期一括

額のいずれか

の方法で償還

する。 
 

金融事情そ

の他の都合

により、起

債額の全部

又はその一

部を翌年度

に繰延起債

することも

ある。 

 


